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２ 農地法第４条許可申請に関する件 
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６ 農用地利用集積計画に関する件 
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９  鹿児島市に対する農業・農村振興に関する意見の提出について 

 

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

５ 農地パトロールについて 
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議    長 

 

 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和２年度第４回総会を開催いたしま

す。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、岩元委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、有村浩一委員、横峯委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。 

議題６．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限

となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １３件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、譲渡理由：相手要望、譲受理由：規模拡大、権利の種別：所有権移

転、売買。 

番号２号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。 

譲受人は、申請地近隣で、障害児通所支援施設等、複数事業所を運営する社会

福祉法人でございます。 

  申請地は、その中の２施設から約１５０ｍに位置した場所にあり、農作業活

動や農産物栽培等を通じて、障害のある施設利用者の、日中活動の充実、自信の

向上や生きがいの創出等を図ることを目的に、障害児支援事業を行うものである

ことから、農地法の例外規定、施行令第２条第１項第１号ハに該当するため、農

地を取得することができると判断したところでございます。 

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号６号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号７号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号５から７号につきまして、補足してご説明申し上げます。 

３件とも、兄である譲渡人から、夫婦共有（持分２分の１ずつ）で申請地を譲

り受け、自家用の野菜を作付ける予定でございます。 

 申請地は、市街化区域の吉野区画整理事業区域にあり、仮換地指定を受けてい

る農地です。農地法第３条の許可によって取得した農地の転用は、特段の事情が

生じた場合を除き、原則認められないことを、代理人から譲受人に説明させてお

ります。 

番号８号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 
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議 長 次に、吉田、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１０号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について、補足説明をさせていただきます。 

経営面積は０となっていますが、これまで受人は父の農地を耕作しており、今

回の農地の取得にあたっては特に問題はなく、新規就農ではありません。 

番号１３号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、番号４号は、農地法施行令第２条第１項第１号

ハの不許可の例外規定に該当し、それ以外の全ての案件は、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願

いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

５ページ ４件 

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：駐車場２０８．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画、

東・北…他人畑、西…私道、宅地、南…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流

下。 

以上です。 
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議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、資材置場６５９．００㎡、東・西…里道、南…市道、北…他人畑、

境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、貸資材置場２６５．００㎡、東・西・北…宅地、南…山林、宅地、境

界…土留、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、貸駐車場２６８．００㎡、転回場２１９．００㎡、東・南…県道、

西…里道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議 長 ただいまそれぞれ、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」４件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 

 

議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

６ページ～１３ページ ２９件 

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 
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１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟６２．９３㎡、車庫２０．８０㎡、庭敷地等

２７７．２７㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東・南…貸人田、西…宅地、北

…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：

使用貸借権。 

番号２号、住家１棟１１１．７９㎡、庭敷地等１７６．２１㎡、東・北…貸人

田、西…宅地、私道、南…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合

併浄化槽、使用貸借権。 

番号３号、資材置場３７０．００㎡、駐車場１１７．００㎡、東…他人畑、他

人田、西…里道、南…渡人田、北…他人田、境界…ブロック積、雨水…自然流下、

所有権移転、売買。 

番号４号、通路９３．００㎡、東…別件５条申請地、西…宅地、南…渡人田、

北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、贈与。 

番号５号、住家１棟６２．９２㎡、庭敷地等３６０．０８㎡、東…宅地、西…

別件５条申請地、南…渡人田、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、贈与。 

番号６号、駐車場１８５．００㎡、東…里道、西…受人畑、南…他人畑、北…

宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号７号、建売住宅２棟１９７．０７㎡、庭敷地等２９８．９３㎡、東…里道、

西…宅地、南…別件５条申請地、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…里道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号８号、資材置場３５３．００㎡、東…雑種地、西…宅地、市道、南…市道、

北…別件５条申請地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号９号、住家１棟１１４．９６㎡、庭敷地等３８４．０４㎡、東・西・南・北

…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、

売買。 

番号１０号、建売住宅２棟１８２．１８㎡、庭敷地等２９３．８２㎡、東…宅

地、西…渡人田、南…市道、北…他人田、宅地、境界…ブロック積、雨水…市道

側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１１号、駐車場２２１．００㎡、東…宅地、西…里道、南…雑種地、北…

山林、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、所有権移転、売買。 

番号１２号、住家１棟１１３．４５㎡、庭敷地等３５１．５５㎡、東…里道、

西…山林、他人畑、南…宅地、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１３号、駐車場１１３．００㎡、東・北…里道、西・南…県道、境界…土

留、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。 

この件について、補足して説明いたします。 

自宅が山林の中腹にあり、県道から住居に入る里道が急傾斜で狭いため、出入

りが困難なので、里道へ入る入口付近に駐車場を設置するものです。 

また、登記面積は１１３㎡ですが土地が不整形なため、普通車１台分となりま

す。 

以上です。 
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議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、駐車場２１２．５０㎡、転回場２７１．５０㎡、東・北…市道、

西…宅地、南…他人田、境界…コンクリート擁壁、ブロック積、雨水…市道側溝、

所有権移転、売買。 

番号１５号、資材置場４３．００㎡、車両置場１２６．００㎡、転回場等６３

５．００㎡、東…他人田、西…宅地、南・北…市道、境界…ブロック積、雨水…

市道側溝、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、土取場３，１３１．０１㎡、東…里道、西…原野、南・北…雑種

地、境界…土留、雨水…里道側溝、所有権移転、売買。 

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。 

譲受人は、申請地近接に本店を置き、土木工事の請負施工などを営む法人でご

ざいます。 

今回の申請は、平成２７年３月に、隣接する山林、原野と一体利用の総面積３，

１３１．０１㎡のシラス採取の土取場として、土地利用調整課に開発行為届出済

みではありますが、開発区域内にある農地の転用手続きがなされず、既に、土取

場の進入路として使用していたため、今回、始末書添付のうえ、改めて、申請が

なされたものでございます。 

つきましては、今後は、許可を受けてから転用するよう、代理人を通じて指導

したところでございます。 

番号１７号、資材置場２４８．００㎡、東…他人畑、西…市道、南…里道、北

…宅地、境界…ブロック積、土留、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。 

番号１８号、住家１棟７５．３５㎡、庭敷地等４２３．６５㎡、東・南…里道、

西…水路、北…渡人畑、境界…ブロック積、土留、雨水…水路放流、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１９号、住家１棟１１１．７９㎡、庭敷地等３７３．２１㎡、東・西…宅

地、南…市道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、使用貸借権。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。 
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１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号２０号、住家１棟４５．００㎡、庭敷地等４５３．００㎡、東・西…他人

畑、南…宅地、他人畑、北…私道、市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請地は、支所から南西に約２．７ｋｍに位置し、昭和３５年から昭和４２年

にかけて農地保全整備事業が行われた第１種農地に該当します。申請人は、市内

で借家住まいをしている会社員で、今回、申請地を購入し、一般住宅１棟を建築

するものです。 

第１種農地の転用は、原則として許可することはできませんが、申請施設は不

許可の例外である農地法施行規則第３３条第４項に規定する「集落接続施設」に

該当することから、申請はやむを得ないと判断したものです。 

番号２１号、住家１棟７８．２５㎡、庭敷地等１１８．７５㎡、東…雑種地、

西…市道、南…私道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、贈与。 

この件について、補足して説明します。 

申請地は現地調査の際、すでに整地されていたことから、代理人を通じて、過

去の経緯を含めた始末書の提出を求め、農地法の許可なく今後このような事が無

いよう、指導を行ったところであります。 

番号２２と番号２３号は、一体利用のため、あわせて説明いたします。 

駐車場５８０．７５㎡、通路等２，３３２．２５㎡、東…里道、西…他人畑、

宅地、県道、南…宅地、北…雑種地、私道、宅地、境界…ブロック積、雨水…県

道側溝、番号２２号、所有権移転、売買、番号２３号、賃貸借権。 

番号２４号、建売住宅４棟２４３．０４㎡、既存住宅１棟６８．５０㎡、庭敷

地等１，２９４．４６㎡、東・北…雑種地、里道、西…山林、宅地、南…市道、境

界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、桜島、１９番委員お願いします。 
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１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号２５号、太陽光発電１，４５５．００㎡、通路等６６０．００㎡、法面７

２２．００㎡、東・南・北…宅地、西…市道、境界…土留、防護柵、雨水…自然流

下、所有権移転、売買。 

この件につきまして、補足説明をいたします。 

申請地は桜島支所から南東へ約０．１ｋｍに位置し、第３種３００ｍ以内農地

に該当します。当該農地は周辺が宅地であり、市道よりも２ｍほど高いため、通

路等を確保し、また法面よりも控えて建設するため、有効利用面積は２，１１５

㎡となります。申請人は桜島藤野町で認定を受けた太陽光発電設備ＩＤの譲渡を

受け、当該農地を取得し、太陽光発電施設へ転用を行うものです。発電規模とし

ましては、太陽光パネル３００枚で、発電出力が４９．５ｋＷになります。 

なお九州経済産業局からの設備認定通知書は、当初平成３１年３月１８日に認

定を受けたＩＤを、譲渡による設備認定変更申請を行い、また九州電力との系統

連系に係る事業承継届出も提出済みであります。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号２６号、事務所１棟１３１．５８㎡、駐車場８７．１３㎡、転回場等６１

４．２４㎡、東・南…市道、西…雑種地、北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水

…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号２７号、庭敷地１３．００㎡、東・西・南…私道、北…宅地、境界…ブロ

ック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号２８号、建売住宅８棟４１９．４０㎡、庭敷地等１，８３８．０７㎡、通

路４９８．５３㎡、東・南・北…里道、西…宅地、他人田、渡人田、境界…ブロッ

ク積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号２９号、住家１棟６５.８８㎡、庭敷地等２６０．１２㎡、東・南…市道、

西…渡人畑、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、贈与。 

以上です。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

２０号は第１種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されま

す。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」２９件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、第１種農地の番号２０号につきましては、「県農業会議」に意見聴取し、

許可して差し支えのない旨の回答を得た後、許可書を交付することといたします。 

 

議題４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件 

１４ページ～１６ページ ８件 

議 長 次に、議題４．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。 

吉野、吉田、喜入、松元地区に合意解約の通知が出ております。 

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」８件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。 

 

 

議題５．非農地認定に関する件 

１７ページ～２０ページ １２件 

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：通路として約６０年経過、現況道路。 

番号２号、調査結果：住家１棟、３７年経過、現況宅地。 

番号３号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号４号、調査結果：法面として約３０年経過、現況雑種地。 

以上です。 
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議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、調査結果：５０７６，５０９７，５１０３、杉、約５０年経過、現

況山林。５０９２，５０９８、孟宗竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。５１

０６、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号６号、調査結果：杉、約５０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：杉、約５０年経過、現況山林。 

番号８号、調査結果：孟宗竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号９号、調査結果：杉、孟宗竹自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号１０号、調査結果：杉、約５０年経過、現況山林。 

番号１１号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 

 

５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、調査結果：雑木・ゴキ竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する

件」１２件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 
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議題６．農用地利用集積計画に関する件 

２１ページ～５９ページ ７４件 

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

２２ページ、番号１号につきましては、１番委員自身が、２３ページ、番号３、

４号につきましては、１８番委員自身が役員の農地所有適格法人が、申請人とな

っている案件でございます。 

従いまして、１番委員、１８番委員におかれましては、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しばら

く離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

まず、１番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１番委員離席後） 

 

それでは、番号１号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。 

２２ページをご覧ください。 

番号１号、８３８－１の地目が畑、他は地目、現況ともに田、３筆の面積は計

１，２３２㎡、権利の種類は使用貸借権、区分：更新。 

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

以上です。 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号１号につきましては、原案どおり、承認することに決定いた

します。 

次の案件の審議に入ります前に、１番委員におかれましては、ご着席をお願い

します。１８番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１番委員着席、１８番委員離席後） 

 

それでは、番号３、４号につきまして、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。 

２３ページをご覧ください。 

番号の３号、地目、現況ともに田、５筆の面積は計１，４０７㎡、権利の種類

は使用貸借権、区分：更新。 

番号の４号、地目、現況ともに畑、面積は計２，９３７㎡、権利の種類は賃借

権、区分：更新。 

令和２年７月３１日公告予定です。 

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号３、４号につきましては、原案どおり、承認することに決定

いたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１８番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１８番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

残りの７１件及び先ほどの３件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局 資料の２１ページをご覧ください。 

「議案第６号」、令和２年７月３１日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、只今の分も含め、ご説明申し上げます。 

集計表の右下の合計欄になります。 

所有権０件、０筆、０㎡、賃借権４４件、８３筆、７６，５３６．００㎡。使用

貸借権３０件、４６筆、３９，９６１．００㎡。合計７４件、１２９筆、１１６，

４９７．００㎡です。 

議案書の２２ページから５９ページは、農用地利用集積計画の内容です。うち、

５９ページは、配分計画を含む内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

以上で、説明を終わります。 
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料２ ５件 

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。 

それでは、伊敷、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、犬迫町下門地区にあり、伊敷支所から北西へ約１．８ｋ

ｍに位置し、東側は他人田、水路、西側は農道、水路、南側は水路、北側は他人

田、農道に接している。 

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部近接地であるが、県の除外対象要件にあたることか

ら、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 次に、東桜島、事務局お願いします。 

 

事 務 局 ご報告します。６ページです。 

３．変更後の用途、消防分団舎 

４．現況、申出地は、黒神町宇土地区にあり、東桜島合同庁舎から北東へ約８．

３ｋｍに位置し、東側は県道、西・南側は他人畑、北側は市道に接している。 

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。 
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５ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。 

３．変更後の用途、建売住宅 

４．現況、申出地は、石谷町中尾地区にあり、松元支所から北東へ約３ｋｍに

位置し、東・南・北側は市道、西側は他人畑に接している。 

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 ご報告します。１４ページです。 

３．変更後の用途、運動場、障害者支援施設（ホール及び作業室等） 

４．現況、申出地は、郡山町大浦地区にあり、郡山支所から北西へ約３ｋｍに

位置し、東側は市道、西側は雑種地、南側は宅地、北側は本人畑、他人畑に接し

ている。 

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。１８ページです。 

３．変更後の用途、農家住宅 

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町浜田地区にあり、喜入支所から北西へ約５

ｋｍに位置し、東・西側は他人畑、南側は市道、北側は他人畑、宅地に接してい

る。 

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部近接地であるが、県の除外対象要件にあたることか

ら、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」５件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 

 

 

議題８．農地法第３条の下限面積について 

別冊資料３ 

議    長 次に、議題８．「農地法第３条の下限面積について」を審議します。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 別冊資料３の１ページをご覧ください。 

農地法第３条の下限面積について、平成２１年１２月施行の改正農地法によ

り、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又

は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定

めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第３条第２項第５

号の下限面積として設定できることになりました。 

「農業委員会の適正な事務実施について」が、平成２２年１２月２２日付けで

一部改正され、その中で、農業委員会は、毎年、下限面積（別段の面積）の設定

又は修正の必要について審議することとなっております。 

このため、今年度の下限面積の設定については、以下の通り提案をいたしま

す。 

（１）農地法施行規則第１７条第１項の適用について 

方針 現行の下限面積２０アールの変更は行わない。 

理由 ２０１５農林業センサスで、管内の農家で２０アール未満の農地を耕

作している農家が全農家数の約４割であるため。 

（２）農地法施行規則第１７条第２項の適用について 

方針 現行の下限面積２０アールの変更は行わない。 

理由 遊休化率の高い地区もあるが、農地の細分化や転用目的の農地取得防

止のためこれ以上下限面積は下げない。 

参考としまして、２ページ目以降に、設定方法や試算結果、関係法令等添付し

てございますので、お目通しください。 

以上です。 
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農地法第３条の下

限面積について」は、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題９．鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出について 

  別冊資料４ 

議    長 次に、議題９．「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出につい

て」を審議します。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 
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事 務 局 別冊資料４をご覧ください。 

議題９「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出について」でご

ざいます。 

この意見の提出は、農業委員会法第３８条に規定する、「関係行政機関等に対

する農業委員会の意見の提出」に基づくものでございます。 

今年度の「農業委員会の意見」につきましては、５月の地区推進協議会におい

て、支局ごとに取りまとめていただいたものを、７月・８月の総会で審議してい

ただき、９月に市長へ提出したいと考えております。 

それでは、１ページをお開きください。 

今年度は、１番から６番までの６項目でございます。 

各地区推進協議会で概要をご案内し、７月の運営連絡会において、最終的に取

りまとめた案をお示ししております。 

農業委員会として、市の施策に活かせるように、意見を提出するものでござい

ますので、内容をよく吟味し、整理していただきたいと思います。 

内容につきましては、事務局説明の後、一括して審議をお願いします。 

なお、例年、意見については４、５項目程度、提出しております。 

今回、継続分４項目、新規分２項目、計６項目の意見がございました。 

項目１～４につきましては、昨年と変更があったもののみ読上げることといた

します。下線が引いてある部分が変更または追加した部分です。 

また、各項目の後に参考として記載しているものについては、それぞれお目通

しください。 

それでは２ページをお開きください。 

「 １ 有害鳥獣被害対策について 」 

意見の追加部分は次のとおりです。 

（３）被害対策に係る地域の要望・実情に応じた研修の実施を検討していただ

きたい。 

次に、４ページをお開きください。 

「２ 農道等の整備及び維持管理について」 

当該要望について補足説明します。 

昨年度は、農道、里道、水路に係る意見でしたが、今年度は基盤整備や災害復

旧に係る整備が加わっています。昨年度のタイトルは「農道・里道・水路の整備

及び維持管理について」でしたが、今年度は「農道等」とさせていただいており

ます。 

意見の追加部分は、次のとおりです。 

（４）梅雨時の豪雨等自然災害を原因とする農道等への土砂流出が発生した場

合、土砂除去等の復旧作業を速やかに実施していただきたい。 

（５）農地の集積・集約化や、生産性及び収益の向上につながる基盤整備・再

整備の実施を要望したい。 

次に、７ページをお開きください。 

「３（継続）持続的・安定的農業経営のための各種支援について」 

当該要望について補足説明します。 

昨年度は、「硬質ハウス等に係る償却資産税の減免と既存ビニールハウスのリ

フォーム費用及び農業用廃プラスチック類処理費用の補助に対する予算確保につ

いて」及び「将来の農業を担う農業後継者等の確保について」の２タイトルに分
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かれていましたが、いずれも農業者に対する支援である、との観点から、今年度

はただいま読み上げたタイトルとしております。 

意見の変更・追加部分は、次のとおりです。 

１ 農業従事者が安心して農業経営を継続するための支援について 

（１）硬質ハウス等の設置についてはこれまでご支援いただいているところで

あるが、その維持管理経費は、償却資産に係る税負担も重なり、経営の負担とな

っている。維持管理等に要する費用について、支援をお願いしたい。 

（３）後継者不足に見舞われながらもその育成や農地の適正な利用確保に努め

ている認定農業者等の担い手について、資機材の購入等に係る支援拡充を図って

いただきたい。 

（４）今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、肉牛農家が打撃を受

けている。 

 現在国において支援措置が講じられているところであるが、市においても国・

県等と連携し、感染症拡大により損失が生じている畜産農家への支援をお願いし

たい。 

次に、１０ページをお願いします。 

「４ 遊休農地再生活動に係る支援の充実について」 

意見の追加部分は次のとおりです。 

（３）農家の労働力を確保するために、農作業受託の促進に努めていただきた

い。 

次に、新規の意見について、内容を読み上げさせていただきます。 

１２ページをお開きください。 

「５（新規）市産の農畜産物の積極的なＰＲについて」 

本市には、スイートコーン、カボチャ、オクラ、ゴーヤ、桜島大根、桜島小み

かん、棚田の米、お茶、そして黒豚・黒牛など、地域ごとに特色のある農畜産物

及びその加工品が豊富にあり、その一部は学校給食における活用やふるさと納税

返礼品として取り入れられています。 

しかし、全国的には一部を除き知名度が低く、流通量は拡大していない状態で

す。 

また、市内においても、スーパー等の店頭では市農産物よりも県外農産物を多

く目にします。 

このことから、以下の事項について要望します。 

（１）本市農畜産物について、産地や料理方法を紹介する等、地元での消費拡

大につながる「地産地消」の取組を強化していただきたい。 

（２）本市農畜産物のブランド化の推進を図るとともに、知名度の向上及び販

路の拡大につながるＰＲ活動を強化していただきたい。 

この意見について補足して説明します。 

当初の意見内容は、学校給食における地場産品率の向上及びふるさと納税返礼

品への取り入れ、以上２点でございました。 

（今月２１日の運営連絡会におきまして）前者については、地産地消・地元消

費を広げる・強化する方策は何か、幅広い視点で検討してほしいとの主旨で、市

農林水産部に意見を求めるのがよいとのことで整理しました。 

後者につきましても、自元農産物の知名度の向上や、販路拡大につながる様々

な方法を検討してほしいとの主旨で、市農林水産部に意見を求めるとのことで整
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理しました。 

１４ページをお願いします。 

「６（新規）農業委員・推進委員の活動に係るタブレットの使用について」 

私たちの地域は広範囲でパトロール活動にタブレットの導入（各地域に１台づ

つ貸与）を考えてはいただきたい。現地での地番や地図等の調査など迅速になる

と思われる。 

以上で「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出」に関する説明

を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「９番委員」挙手あり〕 

 

はい、９番委員どうぞ。 

 

９ 番 委 員 １２ページですが、ふるさと納税返礼品とありますが、鹿児島市では、どうい

う作物が返礼品になっているかを教えて下さい。 

 

事 務 局 只今の質問についてお答えします。 

現在、農産品、鹿児島の農畜産物、もしくは当該加工品にかかる返礼品でござ

いますが、例といたしましては、桜島小みかんのジュースのセット、桜島椿のハ

ンドクリーム、松元茶セット、喜入加工生産組合のオリジナルセット、セットの

詳細としましては、味噌、黒豚味噌、めんつゆ、つわの佃煮等となっているよう

です。あと、鹿児島県産の黒毛和牛、黒豚の詰め合わせ等が本市関連の農産物返

礼品となっているようでございます。 

以上です。 

 

９ 番 委 員 わかりました。 

 

議 長 今、事務局から言われたとおり、ほとんど加工品みたいな物です。生の野菜と

かというのは、返礼品を求めてこないわけです。その辺をもっと宣伝して下さい

ということで、このような意見にしたわけですが、時季もあるし、どこの市町村

でも恐らく加工品が主体になって、生の物は少ないと。消費者がそれをあまり求

めてこないとのことなんです。鹿児島市としては、言われた主旨を活かして、そ

れを宣伝していけば、少しでもいいのではないかと思います。 

この意見は、皆さん方から出た意見を基にして、ほとんど取り入れて、このよ

うに６点に絞って参りました。事務局がまとめて、運営連絡会に諮って、このよ

うに出したわけです。大体、５番目まではこれでいいと思いますが、６番目の新

規のタブレットですね。これは、市に言うのではなくて、旧鹿児島市地域は、地

籍調査をしていない等の問題があって、取り入れる場合は、市に要望しなくても、

事務局で設定すればいいことですので、しばらく検討致したいと思います。それ

でよろしいですか。 
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事 務 局 ６番目のタブレットの使用についてでございます。事務局からの補足意見です

が、お願いをさせていただきたいと思います。 

今回、貴重なご意見としてご提出されたものではあるのですが、この意見の内

容というのが、鹿児島市長に対する意見ではなく、農業委員会事務局に対するご

意見、ご提言であると思われます。この意見の取り扱いについては、今後、農業

委員会事務局で調査、検討するべきものであるかと思いますので、そのような事

情から、市への意見書としては、見合わせるべきではないかと事務局の方でも考

えているところでございます。以上です。 

 

議 長 よろしいでしょうか。 

 

〔「７番委員」挙手あり〕 

 

はい、７番委員どうぞ。 

 

７ 番 委 員 タブレットは、旧鹿児島市は地籍調査が終わっていないですが、旧５町は終わ

っていると思います。旧５町だけでも先に導入するように、事務局は検討したら

いかがでしょうか。タブレットがあると、現地に行って、地番がすぐにわかるわ

けです。現地の周辺の状況とかよくわかります。検討してください。 

 

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、議題９．「鹿児島市に対する農業・農村施策に関する意見の提出につ

いて」は、皆様方から出されたご意見を基に、運営連絡会と事務局で整理し、次

回の第５回総会で再度審議したいと思います。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

６０ページ～６１ページ ２件 

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 

 

報告します。６０ページです。 

照会日：令和２年６月１６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和２年６月３０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、喜入、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 

 

報告します。６１ページです。 

照会日：令和２年７月６日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定め

のない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和２年７月２０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

６２ページ～６４ページ １２件 

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

６２ページをお開きください。 

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１２件です。 

登記地目別では、田１６筆、９，６２８．００㎡、畑３７筆、１７，５２０．０

０㎡、その他０筆、０㎡、計５３筆、２７，１４８㎡となっております。取得し

た事由は、相続が１１件、時効取得が１件。権利の種別は、所有権が１２件。農

業委員会によるあっせん等の希望は、有が３件、無が９件となっております。 

６３ページから６４ページは、届出の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

  



 - 22 -  

 
 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

６５ページ～７１ページ １７件 

事 務 局 

 

６５ページをお開きください。 

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決によ

り処理したものです。 

第４条関係は、共同住宅１件、その他１件で、合計２件です。 

６６ページは届出の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

元に返っていただき６５ページをお願いします。 

第５条関係は、上から順に一般住宅１１件、駐車場１件、資材置場１件、その

他２件で、合計１５件です。 

資料の６７ページ～７１ページは、第５条の届出の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

４．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について 

別冊資料５ 

議 長 次に、報告事項４「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項４ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。 

別冊資料５をご覧ください。 

表の一番下の合計欄をご覧ください。 

まず 二段書きの上の段の５月分についてですが、当月は感染症予防対策のた

め、活動を一時休止していました。よって訪問戸数から中間管理事業活用面績ま

で実績がありませんでした。 

 次に、下の段の累計については、訪問戸数３，６７９戸、うち不在２４１戸、

調査回答戸数３，４３４戸、貸出希望１８８戸４，１５６．８７アール、借入希

望３８戸１，８５９．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実

績７戸７８．９８アール、中間管理事業活用実績４６．１７アールであり、先月の

累計と同じ数値となっております。 

以上で報告を終わります。 
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５．農地パトロールについて 

別冊資料６ 

事 務 局 

 

農地パトロールについて報告いたします。 

別冊資料６の１ページをお開きください。 

１．実施期間ですが、令和２年８月２５日（火）から８月２７日（木）までの

３日間を中心に実施します。調査出発時間は、午前の部は午前９時から、午後の

部は午後１時３０分から行います。 

２．このパトロールは、農地法第３０条の利用状況調査と位置づけ、あわせて

農地利用変更届出現地調査を行います。 

３．調査区域は、本庁１班、谷山４班、吉野、伊敷、吉田、桜島、喜入、松元、

郡山の各地区は２班ずつの９地区１９班です。 

４．調査員ですが、農業委員１９名と農地利用最適化推進委員１８名、事務局・

支局職員です。 

５．調査方法は、各班は、地区の農業委員と農地利用最適化推進委員２名と職

員２名の４名で調査します。 

６．調査確認の方法は、①遊休農地の調査は、写真を撮り遊休農地調査票に記

入します。②無断転用農地は、無断転用調査票に記入します。③農地利用変更届

出がある場合は利用状況を調査し、農地利用変更届出調査票に記入します。 

７．実施結果の整理についてですが、パトロールの実施結果は、班ごとに取り

まとめて、無断転用農地、遊休農地について所有者等に対して指導や意向確認等

を行います。 

次回の農地パトロールは９月に実施予定です。 

農地パトロールの日程とコースについては、２ページから４ページに記載して

ありますので、お目通しをお願いします。各調査票は、５ページから８ページで

ございます。よろしくお願いします。 

以上です。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１１時１０分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

「かごしま農業委員会だより」の編集委員の選出についてご説明いたします。 

お手元に配布いたしております「かごしま農業委員会だより」の編集委員の選

出についてという資料をご覧ください。 

この件につきましては、平成２３年７月の農地部会及び振興部会で申し合わせ

がなされております。この申し合わせに基づき、今年度の編集委員をお願いする

ものでございます。 

それでは、資料の内容についてご説明いたします。 

まず、１番目の「かごしま農業委員会だより」の発行についてでございますが、

農業委員会の広報を目的に、年１回、１２月に発行し、農地台帳に登載されてい

る全農家と関係機関等に６，０００部、配布しております。 

編集担当者は農業委員６名と事務局職員でございます。 

次に、２番目の「かごしま農業委員会だより」の編集委員の選出についてでご

ざいますが、令和２年度の編集委員は、谷山地区、吉野地区、中央地区、喜入地

区、松元地区、郡山地区より各１名選出することになります。 

最後に３番目の今後のスケジュールについてでございますが、該当する地区は、

８月の地区推進協議会で編集委員の選出をしていただきます。なお、８月から１

０月までに３回編集会議を開き、１２月中旬に関係者に配布したいと考えており

ます。編集会議の日時についてですが、８月から１０月までの各総会終了後に開

催する予定です。皆様から了承をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

以上で説明を終わります。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和２年度第５回総会（月例）開催日時は、 

８月２８日（金）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

 

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

 

閉 会（午前１１時１５分） 

 

 


